
*かかりつけの医師の診断に基づき、保護者の方が 「新型コロナウイルス感染症登園届」の

記載をお願いします。

なお、保育園等での集団生活に適応できる状況（発症日を０日として５日を経過し、かつ、発熱、痰やのどの痛み等の

症状が軽快した後１日を経過してから登園するようご配慮ください。

*令和５年５月から当面の間、この様式をご利用ください。

クラス名

　令和　　年　　月　　 日　医療機関名　　　　　　　　　　　　 において、新型コロナウイルス

感染症と診断されました。(発症日:令和　　年　　月　　 日)

令和　　年　　月　　日現在、下記のとおり、

し、登園が可能となりましたので届け出いたします。

　ます。

保護者氏名

発症後
日数

0日目

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

※診断日ではなく、症状(発熱等)が出てきた日から体温等を測定し、記載してください。
( 1日につき1行ずつ記載)
※体温等の記載漏れがないようご注意ください。記載漏れがあるとお子様のお預かりができません。
※発熱期間が長く、記録様式が足りない場合は、裏面、あるいは別の記録用紙を添付するなど
してください。

【保育所等における新型コロナウイルスの対応にかかるQ＆A（令和５年５月２日付こども家庭庁事務連絡）】

「発症日を０日として５日を経過し、かつ、発熱、痰やのどの痛み等の症状が軽快した後１日を経過」

発症日 発症後 発症後 発症後 発症後 発症後 発症後 発症後

０日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

発熱 解熱等
注1 登園

可能

発熱 解熱等
登園
可能

注1 :発症後5日以内のため登園不可となります。

※発熱した日は0日と数えます。

※解熱等とは、解熱薬を使用ぜず24時間以内に発熱、痰やのどの痛み等が症状が軽快したことを言い、

24時間以内に再び発熱、痰やのどの痛み等の症状が酷くなった場合は解熱等 とはなりません。

（注意）６日目の夕方に解熱しても、７日目の朝までだと２４時間経過したことになりません。

発熱後１日で解熱

発熱後６日で解熱

月　　日 軽快・症状有時　　分　 度 無　・　有時　　分　 度

月　　日 軽快・症状有

月　　日 軽快・症状有

時　　分　 度

時　　分　 度

無　・　有

無　・　有

時　　分　 度

時　　分　 度

月　　日 軽快・症状有

月　　日 軽快・症状有

時　　分　 度

時　　分　 度

無　・　有

無　・　有

時　　分　 度

時　　分　 度

月　　日 軽快・症状有

月　　日 軽快・症状有

時　　分　 度

時　　分　 度

無　・　有

無　・　有

時　　分　 度

時　　分　 度

新型コロナウイルス感染症登園届(保護者記入)

ちくば認定こども園　園長　殿

「発症日を０日として５日を経過し、かつ、発熱、痰やのどの痛み等の症状が軽快した後１日を経過」

痰やのどの痛みの
有無

体温測定月日

園児名

朝の体温 解熱薬使用の有無タの体温

※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し


